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高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

新
旧
対
照
条
文

○
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
、
太
傍
線
の
部
分
は
国
会
修
正
に
よ
る
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
高
年
齢
者
等
職
業
安
定
対
策
基
本
方
針
）

（
高
年
齢
者
等
職
業
安
定
対
策
基
本
方
針
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

高
年
齢
者
等
職
業
安
定
対
策
基
本
方
針
に
定
め
る
事
項
は
、

２

高
年
齢
者
等
職
業
安
定
対
策
基
本
方
針
に
定
め
る
事
項
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

高
年
齢
者
の
雇
用
の
機
会
の
増
大
の
目
標
に
関
す
る
事
項

二

高
年
齢
者
（
六
十
五
歳
未
満
の
者
に
限
る
。
）
の
雇
用
の

機
会
の
増
大
の
目
標
に
関
す
る
事
項

三

第
四
条
第
一
項
の
事
業
主
が
行
う
べ
き
職
業
能
力
の
開
発

三

第
四
条
第
一
項
の
事
業
主
が
行
う
べ
き
職
業
能
力
の
開
発

及
び
向
上
、
作
業
施
設
の
改
善
そ
の
他
の
諸
条
件
の
整
備
、

及
び
向
上
、
作
業
施
設
の
改
善
そ
の
他
の
諸
条
件
の
整
備
、

再
就
職
の
援
助
等
並
び
に
同
条
第
二
項
の
事
業
主
が
行
う
べ

再
就
職
の
援
助
等
、
同
条
第
二
項
の
事
業
主
が
行
う
べ
き
高

き
高
齢
期
に
お
け
る
職
業
生
活
の
設
計
の
援
助
に
関
し
て
、

齢
期
に
お
け
る
職
業
生
活
の
設
計
の
援
助
並
び
に
第
九
条
の

そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
必
要
な
指
針
と
な

事
業
主
が
講
ず
べ
き
同
条
に
規
定
す
る
高
年
齢
者
雇
用
確
保

る
べ
き
事
項

措
置
に
関
し
て
、
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め

必
要
な
指
針
と
な
る
べ
き
事
項

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
）

（
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

継
続
雇
用
制
度
に
は
、
事
業
主
が
、
特
殊
関
係
事
業
主
（
当

２

事
業
主
は
、
当
該
事
業
所
に
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す

該
事
業
主
の
経
営
を
実
質
的
に
支
配
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る

る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合
、
労
働

関
係
に
あ
る
事
業
主
そ
の
他
の
当
該
事
業
主
と
特
殊
の
関
係
の

者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は

あ
る
事
業
主
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
主
を
い
う

労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
と
の
書
面
に
よ
る
協
定
に
よ

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
間
で
、
当
該
事
業
主

り
、
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
と
な
る
高
年
齢
者
に
係
る
基
準
を

の
雇
用
す
る
高
年
齢
者
で
あ
つ
て
そ
の
定
年
後
に
雇
用
さ
れ
る

定
め
、
当
該
基
準
に
基
づ
く
制
度
を
導
入
し
た
と
き
は
、
前
項

こ
と
を
希
望
す
る
も
の
を
そ
の
定
年
後
に
当
該
特
殊
関
係
事
業

第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
と
み
な
す
。
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主
が
引
き
続
い
て
雇
用
す
る
こ
と
を
約
す
る
契
約
を
締
結
し
、

当
該
契
約
に
基
づ
き
当
該
高
年
齢
者
の
雇
用
を
確
保
す
る
制
度

が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
事
業
主
が
講
ず
べ
き
高
年
齢

者
雇
用
確
保
措
置
の
実
施
及
び
運
用
（
心
身
の
故
障
の
た
め
業

務
の
遂
行
に
堪
え
な
い
者
等
の
継
続
雇
用
制
度
に
お
け
る
取
扱

い
を
含
む
。
）
に
関
す
る
指
針
（
次
項
に
お
い
て
「
指
針
」
と

い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

４

第
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
指
針
の
策
定
及
び

変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
公
表
等
）

（
指
導
、
助
言
及
び
勧
告
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合

（
新
設
）

に
お
い
て
、
そ
の
勧
告
を
受
け
た
者
が
こ
れ
に
従
わ
な
か
つ
た

と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

附

則

（
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
に
関
す
る
特
例
等
）

（
削
除
）

第
四
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
け
る
第
九
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
六
十
五
歳
」
と
あ

る
の
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月

六
十
二
歳

三
十
一
日
ま
で

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三

六
十
三
歳

月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年

六
十
四
歳

三
月
三
十
一
日
ま
で

２

定
年
（
六
十
五
歳
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
の
定
め
を
し
て

い
る
事
業
主
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
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当
該
定
年
の
引
上
げ
、
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
又
は
改
善
そ
の

他
の
当
該
高
年
齢
者
の
六
十
五
歳
ま
で
の
安
定
し
た
雇
用
の
確

保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
削
除
）

第
五
条

高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
必
要
な
準

備
期
間
と
し
て
、
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
号
）

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し

て
三
年
を
経
過
す
る
日
以
後
の
日
で
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の

間
、
事
業
主
は
、
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
協
定
を
す
る
た

め
努
力
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
就

業
規
則
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
よ
り
、
継
続
雇
用
制
度

の
対
象
と
な
る
高
年
齢
者
に
係
る
基
準
を
定
め
、
当
該
基
準
に

基
づ
く
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、

当
該
基
準
に
基
づ
く
制
度
を
導
入
し
た
事
業
主
は
、
第
九
条
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
と
み
な
す
。

２

中
小
企
業
の
事
業
主
（
そ
の
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が

政
令
で
定
め
る
数
以
下
で
あ
る
事
業
主
を
い
う
。
）
に
係
る
前

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
中
「
三
年
」
と
あ
る
の

は
「
五
年
」
と
す
る
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間

に
、
前
項
の
中
小
企
業
に
お
け
る
高
年
齢
者
の
雇
用
に
関
す
る

状
況
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
等
を
勘
案
し
、
当
該
政
令
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結

果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
主
に
よ
る
高
年
齢
者
等
の
再
就
職
の
援
助
等
に
関
す
る

経
過
措
置
）

（
削
除
）

第
六
条

第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
十
五

条
第
一
項
中
「
解
雇
（
自
己
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
る
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も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
理
由
（
以
下
「
解
雇
等
」
と
い
う
。
）
」
と

あ
る
の
は
「
定
年
、
解
雇
（
自
己
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に

よ
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理

由
」
と
、
第
十
六
条
第
一
項
中
「
解
雇
等
」
と
あ
る
の
は
「
前

条
第
一
項
に
規
定
す
る
理
由
」
と
、
第
十
七
条
第
一
項
中
「
解

雇
等
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
解
雇
（
自
己
の
責
め
に
帰
す
べ

き
理
由
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
（
以
下
「
解
雇
等
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
」
と
す
る
。


